
令和６年４⽉以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて

○令和６年４⽉以降、コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」に

よって、対象となる救済制度が異なることとなるため、注意が必要。

○申請される⽅、医療機関、市町村やPMDAの窓口で混乱が生じないよう、各市町村のホームページ等における事前

アナウンスとともに、管内医療機関に対して制度の周知徹底をお願いしたい（後日、改めて通知発出予定）。
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救済の請求日は、令和６年４⽉１⽇以降ですか

救済を求める原因となった接種の接種日は、令和６年４⽉１⽇以降ですか

救済を求める原因となった接種は、定期接種として⾏われたも

のですか

※コロナワクチンの定期接種︓以下の者に対し、毎年秋冬に１回その年のウイルス株に対応

するワクチンを用いて市町村が実施するものをいう。

①65歳以上

②60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活

動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能

に⽇常⽣活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

はい

はい

はい いいえ

いいえ いいえ

予防接種健康被害救済制度の

「臨時接種及びＡ類疾病の定期接種」

として市町村に請求

予防接種健康被害救済制度の

「Ｂ類疾病の定期接種」

として市町村に請求

医薬品副作⽤被害救済制度で

（独）医薬品医療機器総合機構

（ＰＭＤＡ）に請求

すなわち
定期接種
対象者



（参考）予防接種健康被害救済制度と医薬品副作⽤被害救済制度の⽐較
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臨時接種及びＡ類疾病の定期接種
（予防接種健康被害救済制度）

Ｂ類疾病の定期接種
（予防接種健康被害救済制度）

任意接種
（医薬品副作⽤被害救済制度）

根拠法 予防接種法 あ 独⽴⾏政法⼈医薬品医療機器総合機構法

救済の性質
予防接種は感染症のまん延を予防するため公衆衛⽣の⾒地から⾏い、臨時接種及びＡ類疾病は
国⺠に努⼒義務を課している。接種率確保のためにも⼗分な救済措置が必要であり、救済の考
え方としては国家補償的精神に基づき社会的公正を図るもの（財源は国及び自治体）

製薬企業の社会的責任に基づき救済を⾏うことを基
本とする（財源は企業拠出⾦）

⼿続の流れ
接種時点で居住していた市町村⻑に請求し、厚⽣労働⼤⾂（疾病・障害認定審査会）が判定し、
市町村⻑が⽀給

医薬品医療機器総合機構に請求し、厚⽣労働⼤⾂
（薬事・食品衛生審議会）が判定し、機構が支給

医療費
健康保険等による給付の額を除いた自己
負担分（入院相当に限定しない）

Ａ類疾病の額に準ずる（入院相当に限定）
健康保険等による給付の額を除いた自己負担分（入
院相当に限定）

医療⼿当

通院３日未満 （月額） 35,800円
通院３日以上 （月額） 37,800円
入院８日未満 （月額） 35,800円
入院８日以上 （月額） 37,800円
同一月入通院 （月額） 37,800円

Ａ類疾病の額に準ずる

通院3日未満 （月額） 35,800円
通院3日以上 （月額） 37,800円
入院8日未満 （月額） 35,800円
入院8日以上 （月額） 37,800円
同一月入通院 （月額）37,800円

障害児養育年⾦
1級 （年額） 1,617,600円
2級 （年額） 1,293,600円

1級 （年額） 898,800円
2級 （年額） 718,800円

障害年⾦
1級 （年額） 5,175,600円
2級 （年額） 4,138,800円
3級 （年額） 3,104,400円

1級 （年額） 2,875,200円

2級 （年額） 2,299,200円

1級 （年額） 2,875,200円
2級 （年額） 2,299,200円

死亡した
場合の補償

死亡⼀時⾦ 45,300, 000円 ・生計維持者でない場合
遺族⼀時⾦ 7,542,000円

・生計維持者である場合
遺族年⾦（年額）2,514,000円（10年を限度）

・生計維持者でない場合
遺族⼀時⾦ 7,542,000円

・生計維持者である場合
遺族年⾦（年額）2,514,000円（10年を限度）

葬祭料 212,000円 Ａ類疾病の額に準ずる 212,000円

介護加算
1級 （年額） 846,200円
2級 （年額） 564,200円

（注１）単価は2023年4月現在
（注２）具体的な給付額については、政令で規定
（注３）Ｂ類疾病の定期接種に係る救済額については、医薬品副作⽤被害救済制度の給付額を参酌して定めることとされている
（注４）介護加算は、施設⼊所⼜は⼊院していない場合に、障害児養育年⾦⼜は障害年⾦に加算するもの
（注５）新臨時接種（接種の勧奨は⾏うものの、接種の努⼒義務のかからない接種）については、給付の内容はＡ類疾病の定期接種と同様だが、給付⽔準はＡ類疾病の定期接種とＢ類疾病の定期接種の中間的な⽔準。

（通院は入院相当

に限定）
（通院は入院相当に限定）



医薬品副作⽤被害救済制度に関する情報・相談窓⼝

【PMDAの特設サイト】※各ページ下部から「よくある質問」にもアクセス可能

「⼀般国⺠の皆さま」ページ

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index_medical.html

「医療関係者の皆さま」ページ

○制度の概要

○給付の種類・請求方法

○薬袋・ポスターのダウンロード

○救済制度についてのeラーニング講座

○制度の概要

○制度の種類

○制度の⼿続き⽅法

【救済制度相談窓⼝（PMDA）※⼀般国⺠・医療関係者向け】
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